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あらまし

愛知川東小学校
増改築工事の契約を議決

　
６
月
定
例
会
が
６
月
６
日
か
ら
20
日
ま
で
15
日
間
開
催
さ
れ
た
。

　
第
１
日
目
に
一
般
質
問
が
行
わ
れ
、
６
議
員
が
愛
荘
町
の
農
林
・

商
工
政
策
、
福
祉
、
教
育
、
中
山
道
再
生
整
備
、
通
学
路
と
生
活
道

路
の
安
全
確
保
問
題
な
ど
を
取
り
上
げ
、
町
政
を
質
し
た
。

　
第
２
日
目
は
、
町
長
か
ら
提
案
の
あ
っ
た
報
告
１
件
、
条
例
改
正

６
件
、契
約
の
締
結
１
件
、一
般
会
計
補
正
予
算
１
件
を
審
議
し
た
。

　
第
３
日
以
降
は
各
常
任
委
員
会
で
「
29
年
度
の
事
業
進
捗
状
況
」

次
の
6
件
に
係
わ
る
条
例
改
正
が

行
わ
れ
た
。

を
担
当
課
の
報
告
に
基
づ
き
、
町
長
・
部
長
・
担
当
課
長
を
交
え
て

質
疑
を
し
た
。

　
最
終
日
の
20
日
に
は
、国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
１
件
、

追
加
提
案
さ
れ
た
契
約
の
締
結
３
件
を
審
議
し
た
。
こ
の
中
に
は
、

愛
知
川
東
小
学
校
の
児
童
増
加
・
老
朽
化
に
伴
う
大
型
増
改
築
工
事

に
係
る
も
の
が
あ
り
、
29
・
30
年
度
に
お
い
て
着
工
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

大型改修が決まった愛知川東小学校

６月定例会

条
例
制
定

Ａ愛
荘
町
個
人
情
報
保
護
条
例
の

一
部
改
正

　　

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人

情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
改
正
に
伴
い
所
要
の
改
正
を

す
る
も
の
。

　

第
２
条　

指
紋
デ
ー
タ
、
旅
券

番
号
等
の
「
個
人
識
別
符
号
」
が

個
人
情
報
に
該
当
す
る
こ
と
を
明

確
に
す
る
た
め
「
個
人
情
報
」
の

定
義
を
改
正
す
る
。
人
種
、
信
条
、

社
会
的
身
分
、
病
歴
、
犯
罪
歴
、

不
当
な
差
別
、
そ
の
他
の
不
利
益

が
生
じ
な
い
よ
う
配
慮
が
必
要
で

愛
荘
町
情
報
公
開
条
例
の一

部
改
正

　　

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
の
改
正
に
伴
い
所
要
の
改
正
を

す
る
も
の
。

　

第
７
条
第
１
号
中
に
「（
文
書
、

図
画
も
し
く
は
電
磁
的
記
録
に
記

載
さ
れ
、
も
し
く
は
記
録
さ
れ
、

ま
た
は
音
声
、
動
作
そ
の
他
の
方

法
を
用
い
て
表
さ
れ
た
一
切
の
事

項
を
い
う
。）」
を
加
え
る
。

　

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

議
案
第
33
号

議
案
第
34
号

あ
る
個
人
情
報
に
つ
い
て
「
要
配

慮
個
人
情
報
」
と
し
て
定
義
す
る
。

　

第
６
条
・
第
15
条　
「
要
配
慮

個
人
情
報
」
に
お
い
て
も
収
集
の

制
限
や
電
子
計
算
機
処
理
の
制
限

を
規
定
す
る
。

　

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

個
人
情
報
保
護
法
に
つ
い
て

は
、
個
人
情
報
保
護
法
制
定
時
に

は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
情
報
通
信

①
愛
荘
町
個
人
情
報
保
護
条
例
に

規
定
さ
れ
て
い
る
実
施
機
関
で
あ

る
。
そ
の
実
施
機
関
が
要
配
慮
個

　

総
論
的
に
、
個
人
情
報
（
ビ
ッ

グ
デ
ー
タ
）
等
の
使
用
に
対
し
て

き
っ
ち
り
縛
り
を
か
け
よ
う
と
す

る
の
が
今
回
の
条
例
改
正
の
趣
旨

で
あ
る
。

　

法
律
に
併
せ
て
条
例
で
も
個
人

情
報
を
守
っ
て
い
く
手
立
て
を
し

て
い
る
が
、
非
識
別
加
工
情
報
と

①
現
段
階
で
は
、
多
量
の
デ
ー
タ

が
出
る
と
こ
ろ
ま
で
条
例
で
は
取

り
込
ん
で
い
な
い
。
た
だ
、
法
的

に
決
め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
一

部
市
町
村
間
で
の
や
り
と
り
は
あ

る
が
、
民
間
と
の
や
り
取
り
は
今

回
の
条
例
改
正
で
は
想
定
し
て
い

な
い
。

　

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
は
、

滋
賀
県
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ク

ラ
ウ
ド
に
乗
る
な
ど
し
な
が
ら
、

先
ず
は
シ
ス
テ
ム
上
の
課
題
に
つ

③
「
要
配
慮
個
人
情
報
」
に
つ
い

て
は
、
情
報
提
供
者
に
義
務
付
け

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

答答

答答

答
（
総
務
部
長
）

（
総
務
課
長
）

（
副
町
長
）

（
総
務
部
長
）

（
総
務
課
長
）

①
第
６
条
（
個
人
情
報
の

収
集
の
制
限
）・
15
条
（
電

子
計
算
機
処
理
の
制
限
）
は
誰
が

誰
を
制
限
す
る
の
か
。
ま
た
、
そ

の
根
拠
は
。

②
第
17
条
（
個
人
情
報
取
扱
事
務

登
録
簿
）
の
管
理
者
は
誰
か
。

③
第
20
条
（
保
有
個
人
情
報
の
開

示
義
務
）
で
第
３
者
の
請
求
を
想

定
し
て
い
る
の
か
。

④
第
38
条
（
個
人
情
報
の
提
出
先

へ
の
通
知
）
実
施
機
関
と
情
報
提

供
者
等
の
関
係
は
。

（
辰
己　
保
議
員
）

①
町
に
は
、
個
人
の
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
に
係
る
多

く
の
個
人
情
報
が
あ
る
。
今
回
の

改
正
は
、
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
活
用

を
図
る
こ
と
を
目
的
に
行
わ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
一
度
に
多
量
の
情

報
が
流
出
し
ミ
ス
が
生
じ
た
場
合

取
り
返
し
の
つ
か
な
い
事
態
と
な

る
。
事
故
防
止
の
た
め
に
ど
の
よ

う
な
対
応
を
考
え
て
い
る
か
。

②
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
情
報
提
供

は
、
ど
の
段
階
で
、
誰
が
決
定
す

る
の
か
。
ま
た
、
責
任
の
所
在
は

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
か
。

③
「
要
配
慮
個
人
情
報
」
に
つ
い

て
は
、
本
人
の
同
意
を
得
る
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ

の
義
務
は｢

開
示
請
求
提
供
者｣

に
対
す
る
も
の
か「
情
報
提
供
者
」

に
対
す
る
も
の
か
。
も
し
、
開
示

請
求
者
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た

場
合
、
情
報
提
供
者
は
ど
の
よ
う

問

問

（30年3月25日完成予定）

い
て
整
備
を
進
め
て
い
る
。
個
々

の
研
修
も
含
め
な
が
ら
対
応
し
て

い
き
た
い
。

　

国
の
詳
細
な
方
針
が
ま
だ
町
ま

で
降
り
て
き
て
い
な
い
状
況
で
あ

る
。

②
責
任
体
制
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
組
織
で
動
い
て
い
る
の

で
、
決
定
規
定
に
基
づ
い
て
判
断

し
て
い
く
。

愛
荘
町
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正

　　

児
童
福
祉
法
の
改
正
等
に
よ
り

人
事
院
規
則
の
一
部
が
改
正
さ
れ

た
。
こ
れ
に
伴
い
愛
荘
町
職
員
の

育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
も
の
。

　

平
成
29
年
４
月
１
日
か
ら
適
用

す
る
。

議
案
第
35
号

現
在
の
育
児
休
業
の
期
間

は
ど
れ
だ
け
か
。
ま
た
、

ど
れ
だ
け
延
長
さ
れ
る
の
か
。

（
河
村　
善
一
議
員
）

問

技
術
の
進
展
に
よ
る
グ
レ
ー
ゾ
ー

ン
の
拡
大
、
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
な
ど

の
環
境
変
化
に
対
応
す
る
た
め
、

「
個
人
情
報
の
定
義
の
明
確
化｣

「
要
配
慮
個
人
情
報
の
追
加
」
が

改
正
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
国
の
「
行
政
機
関
の
保

有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
法
律
」
の
改
正
に
つ
い
て
は
、

本
町
の
よ
う
な
規
模
の
自
治
体
が

保
有
す
る
個
人
情
報
の
利
活
用
に

対
す
る
ニ
ー
ズ
は
未
知
数
で
あ
る

こ
と
か
ら
今
回
の
条
例
改
正
に
は

含
め
て
い
な
い
。

人
情
報
の
収
集
に
つ
い
て
記
載
し

て
い
る
も
の
を
い
う
。

②
個
人
情
報
取
扱
事
務
登
録
簿
は

各
課
が
作
成
し
て
お
り
、
総
務
課

が
取
り
ま
と
め
て
い
る
。

③
基
本
的
に
は
、
本
人
ま
た
は
代

理
人
で
あ
る
。

④
地
方
公
共
団
体
間
の
情
報
提
供

と
な
る
。

に
確
認
す
る
の
か
。

（
西
澤　
桂
一
議
員
）

い
わ
れ
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
ど

の
よ
う
な
も
の
が
ど
れ
く
ら
い
あ

る
の
か
な
ど
条
例
の
範
囲
内
で
は

わ
か
っ
て
い
な
い
。
ビ
ッ
グ
デ
ー

タ
の
取
り
扱
い
に
関
し
て
は
、
法

律
に
は
規
定
さ
れ
て
い
る
が
条
例

で
は
設
け
て
い
な
い
。

つ
く
し
ひ
ろ
ば
で
く
つ
ろ
ぐ
母
と
子


